
TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

66広報しばやま 

■ごみの収集・その他の業務

※粗大ごみについて
・�自宅回収は回収日前日まで、持込みは当日に
　下記①へ電話でお申し込みください。
○問合せ　①ごみ　山武郡市環境衛生組合
　　　　　　　　　☎0479−86−3516
　　　　　②し尿　環境アクアプラント
　　　　　　　　　☎0475−54−0531
　　　　　③火葬　山武郡市広域斎場
　　　　　　　　　☎0475−55−6360

■
手
続
き
に
つ
い
て

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
窓
口
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
な
ど
の
退
職
し
た
日
付
が

分
か
る
書
類
、
印
鑑
、
年
金
手
帳

■
保
険
料
額

　
国
民
年
金
の
保
険
料
（
定
額
）
は
、

月
額
１
６
，
２
６
０
円
（
平
成
28
年

度
）
で
す
。

※�

退
職
と
同
時
に
会
社
員
（
ま
た
は

公
務
員
）
の
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ

る
場
合
は
、
配
偶
者
の
勤
務
し
て

い
る
職
場
へ
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。

※�

会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
も
、
国
民

年
金
へ
の
変
更
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。

　
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
の
保
険
料

が
免
除
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民

年
金
へ
の
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

年
金

■
手
続
き
に
つ
い
て

　
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
申
請
書
」
を
国
保
年
金
係
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
遅
れ
て
も
最
大
２
年
１
カ

月
前
ま
で
の
免
除
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
申
請
が
遅

れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害
年
金
な
ど

を
受
け
取
れ
な
い
場
合
や
退
職
（
失

業
）
時
の
免
除
審
査
の
特
例
（
退
職

さ
れ
た
方
の
所
得
を
除
外
し
て
審

査
）
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
速
や
か
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
書
（
国
保
年
金
係
窓
口
に
あ

り
ま
す
）
、
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
な
ど

　
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
─

０
５
─
１
１
６
５
）
か
国
保
年
金
係

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

年末年始の業務日程
■役場の閉庁日
　12月29日㈭から1月3日㈫までの
間は、閉庁します。
※出生・死亡などの戸籍届け出は受け付けます。
■公共施設の休館日

■中央公民館臨時休館のお知らせ
　電気設備点検実施のため中央公民館の業務を臨
時休館いたします。大変ご不便をおかけいたしま
すが、ご協力をお願いいたします。
○日時　12月24日㈯
○問合せ　中央公民館�☎77−0066
■ご注意ください！公共交通の運休
　ふれあいバスとあいあいタクシーは、年末年始
（12月29日～1月3日）を運休としています。ご利
用の際はご注意ください。
○問合せ　総務課空港地域振興係�☎77−3906

福祉センター 12月28日㈬～1月4日㈬
中央公民館

12月29日㈭～1月3日㈫
古墳・はにわ博物館

業務の種類 年末（最終日） 年始（開始日）
可燃ごみ 12月30日㈮ 1月6日㈮

不燃・資源・ 
有害ごみ 12月19日㈪ 1月16日㈪

粗大ごみ 
（自宅回収） 12月23日㈮ 1月20日㈮

粗大ごみ 
（持込み） 12月28日㈬ 1月4日㈬

し尿処理 12月28日㈬ 1月4日㈬

火葬 12月30日㈮ 1月4日㈬

自己負担割合 所得区分
自己負担額度額

(医療保険＋介護保険)

３割 現役並み所得者 ６７万円

１割

一般 ５６万円

低所得者Ⅱ ３１万円

低所得者Ⅰ １９万円

70歳以上の自己負担限度額
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平
成
27
年
度
決
算

山
武
郡
市
環
境
衛
生
組
合

山
武
郡
市
環
境
衛
生
組
合

☎
０
４
７
９
─

86
─

３
５
１
６

　
芝
山
町
、
山
武
市
（
山
武
地
域
、

松
尾
地
域
、
蓮
沼
地
域
）、
横
芝
光

町
（
横
芝
地
域
）
を
構
成
市
町
と
し
、

共
同
で
ご
み
処
理
を
行
っ
て
い
る
山

武
郡
市
環
境
衛
生
組
合
の
決
算
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

議会費 
793,512

公債費　0
予備費　0

分担金及び
負担金

1,240,000,000

分担金及び
負担金

570,000,000

使用料及び
手数料

169,811,800

財産収入
16,513,234

繰越金
32,271,842繰入金　0

諸収入
769,215

総務費
137,237,920

衛生費
603,539,542

歳出総額　741,570,974円 歳入総額　 789,366,091円

問

7 2016. 12月号

　
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
）
の
世
帯
内
で
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１

年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計

（
※
１
）
が
自
己
負
担
限
度
額
（
※

２
）
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り

そ
の
超
え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
下
表
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

（
※
１
）
「
高
額
療
養
費
」
お
よ
び

「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て

支
給
さ
れ
る
分
は
除
き
ま
す
。

（
※
２
）
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世

帯
員
の
年
齢
や
所
得
な
ど
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

　
申
請
の
方
法

■ 

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
12
月
下
旬
か
ら
１
月
中
旬
を
目
途

に
、
支
給
対
象
と
な
る
世
帯
（
平
成

27
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
28
年
７
月

　「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
と
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
で
す
。
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税
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３
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３

問

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

世
帯
の
負
担
を
軽
減

国
保

31
日
ま
で
の
間
に
、
ご
加
入
の
医
療

保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
世
帯
を
除

く
）
に
対
し
て
申
請
関
係
書
類
を
郵

送
す
る
予
定
で
す
。
定
め
ら
れ
た
期

間
内
に
、
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 
そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

事
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係

（
☎
７
７
─
３
９
１
４
）
に
て
介
護

保
険
分
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

  

申
請
・
問
合
せ
先

■ 

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

⇒

�

芝
山
町
役
場
町
民
税
務
課
国
保
年

金
係

■ 

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

⇒

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

自己負担割合 所得区分
自己負担額度額

(医療保険＋介護保険)

３割 現役並み所得者 ６７万円

１割

一般 ５６万円

低所得者Ⅱ ３１万円

低所得者Ⅰ １９万円

70歳以上の自己負担限度額

※70歳未満の方の限度額は異なります。詳しくはお問い合わせください。タイの人気番組「すごいジャパン」が来町（10月27日）




